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「技能実習法に係る関東地区地域協議会（第２回）」を開催します 

 

 「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」（以下「技能

実習法」という。）に基づき、労働基準監督機関、出入国在留管理機関を始めとした国

の機関と地方公共団体の機関、外国人技能実習機構等が相互の連携を図り、地域レベル

で情報共有等を図ることを目的として、下記のとおり「技能実習法に係る関東地区地域

協議会（第２回）」を開催します。 

記 

１．開催日時：令和元年６月 26 日（水）14:00～16:00 

２．開催場所：九段第３合同庁舎  共用 1－1、1－2、1－3 会議室 

（東京都千代田区九段南１－２－１、別添案内図参照） 

３．協議会構成員：別紙１のとおり 

４．協議事項等 

  ・関東地区における技能実習制度の現状、課題等 

  ・関東地区における令和元年度の技能実習制度適正化のための取組方針等 

※ 本協議会は、個別事案等への言及も考えられることから非公開での開催となりま

す。ただし、資料については、一部を除き、東京労働局のホームページで公開する

予定です。 

５．取材：別紙２のとおり 

 

 

 

令和元年６月 19 日 

【照会先】 

東京労働局 労働基準部 監督課 

 課長       安田 幸次   

主任監察監督官     河村 直子   

(代表電話) 03 (3512) 1612 



別紙１ 

１ 都道府県労働局 

茨城労働局・栃木労働局・群馬労働局・埼玉労働局・千葉労働局・東京労働局・神

奈川労働局・新潟労働局・山梨労働局・長野労働局 

２ 地方出入国在留管理局 

東京出入国在留管理局 

３ 地方農政局 

関東農政局・北陸農政局 

４ 地方経済産業局 

関東経済産業局 

５ 地方整備局 

関東地方整備局・北陸地方整備局 

６ 地方運輸局 

関東運輸局・北陸信越運輸局 

７ 都道府県警察本部 

茨城県警察本部・栃木県警察本部・群馬県警察本部・埼玉県警察本部・千葉県警察

本部・警視庁・神奈川県警察本部・新潟県警察本部・山梨県警察本部・長野県警察

本部 

８ 都道府県 

茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・

長野県 

９ 外国人技能実習機構 

外国人技能実習機構東京事務所・水戸支所・長野支所 

 

 

 



 

別紙２ 

 

取材について 

 

・ 非公開の会議となることから、会議は頭撮り（東京労働局長及び東京出入国在留

管理局長挨拶）のみとさせていただきます。 

取材関係者の皆様は議事開始前に退出をお願いします。 

・ カメラ撮りも同様とさせていただきます。 

・ 取材を希望される場合は、６月 21 日（金）12 時までにお名前、勤務先、連絡先 

を下記問い合わせ先まで登録願います。  

 

＜問い合わせ先＞ 

厚生労働省 東京労働局 労働基準部 監督課：大國・田村 

ＴＥＬ：０３－３５１２－１６１２  ＦＡＸ：０３－３５１２－１５５６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
東京労働局 九段第 3 合同庁舎 

  

東京メトロ東西線・半蔵門線 都営地下鉄新宿線 九段下駅下車 徒歩 5 分 

東京メトロ東西線 竹橋駅下車 徒歩 8 分 

 

 

 
［駐車場の利用について］ 

当局専用の駐車場はございませんので、来所の際は公共交通機関を御利用ください。 

（九段第 3 合同庁舎の来館者用駐車場を利用される場合、入庫から 30 分を過ぎると駐車料金が発

生します。） 

 


